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基地局整備で異なるメーカーの通信機器を組み合わせるオープン化が進んでい
ます。参入障壁の緩和から関連企業にとってチャンスとなりそうです
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通信業界を揺るがす技術仕様オープン化の波
 世界で5G（第5世代移動通信システム）の普及が進

み、通信業界では多様化するニーズに応えるため、
拡張性の高いネットワークの構築を目指す動きが活
発化しています。

 そのひとつがモバイル通信における技術仕様のオー
プン化の進展です。今までは中国のファーウェイや
スウェーデンのエリクソンといった特定の通信機器
メーカーが、自前の専用機器を垂直統合型で基地局
整備に一括提供するのが主流で、寡占化により通信
機器コストの高止まりや新規参入が困難になるなど
の弊害がありました。

 しかし、異なるメーカーの通信機器を自由に接続で
きる「オープン化」は、特定企業による寡占化を防い
で新規参入を促し、通信機器のコスト低減につなが
るとされています。これは5Gネットワークの拡大を
促進させるだけでなく、廉価なインフラが必要とさ
れるローカル5Gなど企業単位の狭域活用のニーズ
にも対応できます。

 総務省は2021年度内に新設予定の「技術検証セン
ター」と2018年に国際的なオープン化推進を目的
に各国の通信事業者や通信機器メーカーが共同設
立した団体「O-RAN Alliance」と連携していく構
えです。また、2021年9月に日米豪印の４カ国（通
称：クアッド）首脳会談において、「安全で開放的かつ
透明性のあるネットワークを確保するため、技術を
オープン化し、標準化を進めるため協力する」ことで
合意しました。

 民間では、NECと富士通が2021年8月に、O-
RANの仕様に準拠した基地局用装置間の相互接続
性検証に必要となる技術開発に着手しました。検証
作業を効率化し、基地局導入までの期間短縮を目
指しています。

 オープン化が進み参入障壁が緩和されることで、新
規参入企業が増え、新技術開発競争が活発化しま
す。高い技術を有する5G関連企業にとっては収益
機会となり、さらなる事業拡大が期待されます。

官民挙げた取り組みで早期導入を目指す

 通信機器のメーカーや販売者は同じ企業で揃えることが
一般的

 通信機器の構成が一部メーカーに硬直化し、価格競争も
鈍化、コストも高止まり
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3Gや4Gの基地局

 通信機器をつなぐ媒介装置を “オープンな規格”へ変更
し、参入障壁を緩和

 異なるメーカーの通信機器の自由な組み合わせが可能
になり、コスト低減も期待
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O-RAN Alliance
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● 投資信託は値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リスクを伴います。）に投資しますので基準価額は変動しま
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● 当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますが、その正確性、完全性を保証するものではありませ
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